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津野町地方創生移住支援事業補助金　要件確認フローチャート
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移住する直前10年間のうち通算５年以上東京23区内に住んでいる

NO

支
給
対
象
外

支給対象外

YES

就業 テレワーク 起業

• 高知県マッチングサ
イト「高知求人ネッ
ト」に支援金の対象
として掲載された求
人に応募し就職

• プロフェッショナル
人材事業又は先導的
人材マッチング事業
を利用して就業

• 就業先に５年以上勤
務する意思あり　等

• 所属先企業等からの命
令ではなく、自己の意
思により移住しており、
本町を生活の本拠とし
て、移住元での業務を
実施

• デジタル田園都市国家
構想交付金又はその前
歴事業を活用した取り
組みの中で、所属先企
業等から当該移住者に
資金提供されていない

津野町への移住を予定している、又はすでに津野町へ移住している

該当
なし津野町での働き方は？

• このフローチャートは、申請の目安にしていただくものであり、必ずしも支給対象
であることを保証するものではありません。

• 移住支援金の要件は、上記のもの以外に細かな要件がありますので、詳しくは以下
の問い合わせ先までご相談ください。

支給対象の可能性が高い

移住する直前に、連続して１年
以上、東京23区内に住んでいる

５年以上定住の意思あり／県税・市税の滞納なし／移住前居住地の市町村税の滞納なし　等

※東京圏：東京都（２３区以外）、　埼玉県、千
葉県、神奈川県（ただし条件不利地域を除く）

【お問い合せ先】　津野町まちづくり推進課　TEL：0889-55-2312　Email：machi@town.kochi-tsuno.lg.jp

高知求人ネット

移住する直前10年間のうち、通算５年以上、
「東京23区内に住んでいる」又は「東京圏(※)

から東京23区内に通勤(※)している」
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NO

NO
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移住する直前に、連続して１年以上東京
圏(※)から東京23区内に通勤(※)している
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YES
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NO

NO
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津野町での居住期間が１年以内

NO

NO

YES

※通勤：大学等を卒業又は中退した後に東京
23区内の企業等に就職した場合に限り、通学
期間も通勤期間に含むことができる場合あり。

• 高知県地
域課題解
決起業支
援事業費
補助金の
交付決定
を受けて
いる

• 本町への移
住前におい
て、TSUNO
応援団の会
員である

• 移住後に、
自ら農林水
産業を営ん
でいる

• 町内企業に
就業　等

関係人口

YES

YES

補助金の受給を受けた場合、就業や居住実態等の調査に協力できる
届
出 NO


